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 　　　「留置管理業務推進要領」の一部改正について（通達）

 

 【概　要】

　本通達は、留置管理業務の適性な推進を図るため、留置管理業務を推進するに当たっ

 て留意すべき基本的事項について「留置管理業務推進要領」として定めたものである。

 

 

               


